
国 県 起 債 そ の 他 一般財源

10,340 令和 3 年度 ～ 4 年度 10,340

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取り組み]

令和２年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

鳥取市民体育館再整備事業に係るモニタリング支援業務費 生涯学習・スポーツ課

　市民体育館再整備事業に係るモニタリング業務のうち、令和２年度から令和４年度の間の設計・施工に関するモ
ニタリング業務について、支援を受ける。
・モニタリング実施計画の作成（毎年見直し）
・業務進捗書類及び業務報告書の確認・精査
・定例モニタリング会議（月１回程度）
・契約変更等の法務的、技術的支援

１．鳥取市民体育館再整備基本構想策定（平成２９年６月）
２．鳥取市民体育館再整備基本計画策定（平成３０年４月）
３．アドバイザリー業務委託契約の締結（平成３０年７月）
　・民間サウンディングの実施（平成３０年１１月）
　・事業方式の決定（平成３１年２月）
　・実施方針並びに要求水準書（案）の公表（平成３１年２月）
　・募集要項公表（令和元年５月）
　・官民対話の実施（令和元年７月）、入札参加資格確認

・選定員会による事業者の選定（令和元年１２月）
・基本協定・仮契約の締結（令和２年１月）
・２月議会において契約議決（令和２年３月）
・事業着手（令和２年４月～）
・設計に係るモニタリング（令和２年４月～）
・建設に係るモニタリング（令和３年４月～）
・開業準備・維持管理・運営に係るモニタリング（令和５年４月～）

[単位：千円]

限 度 額 期 間
財 源 内 訳

　市民体育館再整備を民間活力を導入する手法で実施するにあたり、設計・施工・管理運営の各段階で、本市の
求める要求水準を満たす業務を受注者が行っているか、定期的なモニタリングを実施するための支援を受ける。
　併せて、事業期間中における法務的・技術的な判断や手続きを行うための専門的支援を受ける。


